
６．南部町が収集しないもの

「家電リサイクル法」 により、再商品化等にかかる費用である リサイクル料金 と 収集

運搬の費用を支払う必要があります （不要となった家電品を自ら指定引取場所に持ち

込む場合は、収集運搬の費用はいりません）。

● 家 電 ４ 品 目 (テレビ、エアコン、冷蔵庫 ・ 冷凍庫、洗濯機 ・ 衣類乾燥機)の処分方法

＜処理の方法＞

自ら指定引取場所に持っていく場合は、 処分する 家電品 のメーカー、 画面のサイズ

（テレビの場合）、 内容積 ・リットル数 （冷蔵庫・ 冷凍庫の場合） を確認して、 郵便局で

「家電リサイクル券」を購入してから指定引取場所に持ち込んでください。

買い換え時に店に引き取ってもらう。

買い換え以外の場合には、近くの電器取り扱い店に引き取ってもらう。

自ら指定引取場所に持っていく。

日ノ丸西濃運輸（株）米子支店

住所： 米子市流通町４３０－２

電話： 0859－39－3939

＜受付日時＞

月～土 （祝日を除く、土曜不定休）

9:00～1１:３0、13:00～1６:３0

平林金属 （株） 山陰工場

住所： 米子市旗ヶ崎２３０３

電話： 0859－24－５５５１

＜受付日時＞

月～土 （祝日を除く、土曜不定休）

9:00～1１:３0、13:00～1６:３0

● パ ソ コ ン の処分方法

家庭で不要になったパソコンは 「小型家電リサイクル」として役場法勝寺庁舎、天萬庁舎

で回収しています。 その他、パソコンメーカーが回収 ・ リサイクルを行なっています。

回収の申し込み、問い合わせは、廃棄するパソコンのメーカーの回収受付

窓口でご確認ください。 メーカー各社のホームページまたは電話で申し込

みができます。

※リサイクルマークがついていないパソコンはリサイクル料金が必要です。

指 定 引 取 場 所

家電４品目 (テレビ、エアコン、冷蔵庫 ・ 冷凍庫、洗濯機 ・ 衣類乾燥機)、パソコン、

オートバイ、あぜシート、油 ・ ペンキの残った容器、汚泥、瓦、建設資材、廃材、

毒 ・ 劇物容器、農業容器、注射器、ドラム缶、農機具、自動車タイヤ、土砂 ・ 瓦礫、

動物の死骸、バッテリー、ブロック、プロパンガス、ふん尿など

＜対象＞

（１）

（２）

（３）
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オートバイを廃棄される時は、 二輪車リサイクルコールセンター または、 廃棄二輪車

取扱店のマークがある店、指定引取窓口にご相談ください。

● オートバイの処分方法

※問い合わせ先：二輪車リサイクルコールセンター

廃棄二輪車取扱店のマーク

電話 050－3000－0727

あぜシート、油 ・ ペンキの残った容器、汚泥、瓦、建設資材、廃材、毒 ・ 劇物容器、農業

容器、注射器、ドラム缶、農機具、自動車タイヤ、土砂 ・ 瓦礫、動物の死骸、バッテリー、

ブロック、プロパンガス、ふん尿 など

● その他の処分について

販売元や処理業者に頼んで処分してもらってください。
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